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定 例 教 育 委 員 会 会 議 録 
 

平成２６年６月２７日定例教育委員会が、一宮市総合体育館第１・第２会議室に招集され

た。  
 
１ 定例教育委員会議案案件  
  第４４号議案 一宮市公民館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定に  

ついて  
  第４５号議案 一宮市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する  

条例の制定について  
  第４６号議案 一宮市学校給食審議会委員の委嘱について  
  第４７号議案 一宮市学校給食共同調理場業務委託業者選定委員会委員の委嘱について  
  第４８号議案 一宮市教育委員会指定管理者にかかる実績評価委員会委員の委嘱につい  
         て  
  第４９号議案 一宮市文化財保護審議会委員の任命について  
  第５０号議案 一宮市教育委員会後援名義の使用について  
   
２ 出席委員  

河合委員長 關戸委員 光嵜委員 小川委員 中野教育長  
 
３ 欠席委員  

無  
 
４ 一宮市教育委員会会議規則第１５条の規定により出席したものの職氏名  

服部教育文化部長 髙崎教育文化部次長 杉山中央図書館長 吉川博物館長 堀総務課長 

石原学校教育課長 堀学校給食課長 野田生涯学習課長 吉田スポーツ課長 安達教育指

定管理課長 伊藤博物館事務局長  
 
５ 同上規則第１７条の規定により書記として出席したものの職氏名  

村瀬総務課副主監 平野総務課主査 松野総務課主任  
 
６ 傍聴者  
 無  
 

会 議 て ん 末  
 

委員長（午後１時３０分委員長席に着席、開会を宣言）  
ただ今から、６月の定例教育委員会を開催いたします。本日の会議録署名者を光嵜委員

と關戸委員のお二人にお願いいたします。それでは、５月の定例教育委員会の会議録が

お手元に渡っていると思いますが、これについて何かございませんか。  
各  委  員  
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異議ありません。  
委員長  

ご異議がないようでございますので、５月の定例教育委員会の会議録について承認いた  
します。それでは本日の議案の審議に入ります。第４４号議案 一宮市公民館設置及び  
管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明をお願いいたします。 

野田生涯学習課長  
第４４号議案 一宮市公民館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定に  
ついて、別紙案を添えて教育委員会の審議に付するものであります。提案理由は、一宮 

市小信中島公民館の新設を市長に申し出るため、本案を提出するものです。（別紙（案） 

に基づいて説明）よろしくご審議をお願いいたします。 

委員長 

何かございませんか。 

委員 

  新設とありますが、今のご説明ではすでにある建物を公民館として名前をかえて使用す 

  るということだったと思いますが、それでよろしいでしょうか。 

野田生涯学習課長 

  そのとおりでございます。既存の墨会館を転用する改修でございます。公民館という位 

置づけにはなっておりませんので公民館としての新設ということになります。 

委員長 

他に何かございませんか。 

各 委 員 

賛成いたします。 

委員長 

全員賛成ですので、第４４号議案 一宮市公民館設置及び管理に関する条例の一部を改  
正する条例の制定について原案どおり可決いたします。続きまして、第４５号議案 一  
宮市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定につい  
て、ご説明をお願いします。 

野田生涯学習課長  
第４５号議案 一宮市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する  
条例の制定について、別紙案を添えて教育委員会の審議に付するものであります。提案 

理由は、一宮市尾西生涯学習センター墨会館の新設を市長に申し出るため、本案を提出 

するものです。（別紙（案）に基づいて説明）よろしくご審議をお願いいたします。 

委員長 

何かございませんか。 

委員 

  こういった公共の建物の場合、別表第３のところの使用料の区切りがだいたい午前９時 

から昼まで、午後２時から５時まで、午後６時から９時までという仕切りになることが 

多いです。実際に私も使用させていただくことがありますが、これをまたいで使おうと 

すると倍の金額がかかります。こういった区分をなくして何時間いくらという形にして 

いただいたほうが市民の方には使いやすいと思います。いかがでしょうか。 

野田生涯学習課長 
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  予約を受けるレベルで申しますとスパンが３つに分かれておりますと、午前使いたいと 

か別の方は午後使いたいとかさまざまですので、このような区分が公共施設一般的に合 

理性がありますのでこういう形になっていると思います。 

委員 

  正午から２時まで、５時から６時までは時間が空いていますが、またいで使う場合はそ 

の間の時間はどうなりますか。間の時間は使えるのか、使えないのかどちらですか。 

野田生涯学習課長 

  連続して使っていただけるように考えております。例えば午前午後２コマ予約されれば 

正午から２時の間も連続して使っていただけます。間の時間については準備の時間とか 

を弾力的に運用を図るために設けてあります。３０分前に来て準備したいということな 

どいろいろございますのでそういう形にしてあります。 

委員 

  時間が３時間単位にしてあり、昼からが２時からになっています。こういった会議など 

で利用する場合は昼からが２時からとなると少し遅い時間設定です。１時からの方が使 

用しやすいと思います。日中は少し時間が長くても良いと思います。 

委員 

実際に時間が空いていると借りづらいと思います。１時まで、１時から４時までという 

ように時間が繫がっていないと結局２コマ借りなければいけないことになってくると思 

います。 

野田生涯学習課長 

  確かに正午から２時まで空いている例はあまり無いと思います。実際のところ利用の時 

間に間の時間を設けている例がほとんどです。１時から５時としますとここだけ４時間 

になりますので利用料金をどうするかということになります。１時３０分から開始した 

いというお話があれば空いている時間ですので運用の中で対応したいと思います。 

委員 

  ９時から１時、１時から５時、５時から９時までと片付けの時間も含めて４時間にでき 

ませんか。 

野田生涯学習課長 

  表の９時から正午までを午後１時まで、２段目を午後１時から５時まで、３段目を午後 

５時から９時までということで、この枠の中で後片付けも含めてすべてお願いするとい 

う形で区分を修正させていただきます。 

委員長 

他に何かございませんか。 

委員 

使用料は値上げしなくてよろしいですか。 

野田生涯学習課長 

  他の施設との兼ね合いからこれぐらいが妥当であろうと考えております。１回のご利用 

につきと考えておりますので使用料は２，１００円のままでいきたいと思います。 

委員長 

他に何かございませんか。 

委員長 
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区分を修正していただくということでよろしいですか。 

各 委 員 

賛成いたします。 

委員長 

全員賛成ですので、第４５号議案 一宮市生涯学習センターの設置及び管理に関する条  
例の一部を改正する条例の制定については区分の修正をしていただくことを条件に可決  
いたします。続きまして、第４６号議案 一宮市学校給食審議会委員の委嘱について、  
ご説明をお願いいたします。 

堀学校給食課長 

第４６号議案 一宮市学校給食審議会委員の委嘱について、別紙案を添えて教育委員会 

の審議に付するものであります。提案理由は、一宮市の望ましい学校給食のあり方につ 

いて提言を受けるため、一宮市学校給食審議会設置要綱第２条の規定により、本案を提 

出するものです。（別紙（案）に基づいて説明）よろしくご審議をお願いいたします。 

委員長 

何かございませんか。 

各 委 員 

賛成いたします。 

委員長 

全員賛成ですので、第４６号議案 一宮市学校給食審議会委員の委嘱について原案どお 

り可決いたします。続きまして、第４７号議案 一宮市学校給食共同調理場業務委託業  
者選定委員会委員の委嘱について、ご説明をお願いします。 

堀学校給食課長 

第４７号議案 一宮市学校給食共同調理場業務委託業者選定委員会委員の委嘱について、 
別紙案を添えて教育委員会の審議に付するものであります。提案理由は、一宮市学校給 

食共同調理場業務委託業者選定委員会委員を委嘱するため、一宮市学校給食共同調理場 

業務委託業者選定委員会設置要綱第３条の規定により、本案を提出するものです。（別紙 

（案）に基づいて説明）よろしくご審議をお願いいたします。 

委員長 

何かございませんか。 

各 委 員 

賛成いたします。 

委員長 

全員賛成ですので、第４７号議案 一宮市学校給食共同調理場業務委託業者選定委員会  
委員の委嘱について原案どおり可決いたします。続きまして、第４８号議案 一宮市教 

育委員会指定管理者にかかる実績評価委員会委員の委嘱について、ご説明をお願いしま  
す。  

中野教育長 

  本議案につきましては、私が委員に委嘱される議事でございますのでこの議事には参加 

いたしません。  
安達教育指定管理課長 

第４８号議案 一宮市教育委員会指定管理者にかかる実績評価委員会委員の委嘱につい 
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て、別紙案を添えて教育委員会の審議に付するものであります。提案理由は、任期満了 

のため、一宮市教育委員会指定管理者にかかる実績評価委員会設置要綱第３条の規定に 

より、本案を提出するものです。（別紙（案）に基づいて説明）よろしくご審議をお願い 

いたします。 

委員長 

何かございませんか。 

各 委 員 

賛成いたします。（中野教育長は採決に参加せず。） 

委員長 

  採決に参加しない中野教育長を除いて全員賛成ですので、第４８号議案 一宮市教育委 

員会指定管理者にかかる実績評価委員会委員の委嘱について原案どおり可決いたします。 

続きまして、第４９号議案 一宮市文化財保護審議会委員の任命について、ご説明をお  
願いします。  

伊藤博物館事務局長 

第４９号議案 一宮市文化財保護審議会委員の任命について、別紙案を添えて教育委員 

会の審議に付するものであります。提案理由は、任期満了に伴う改選のため、一宮市文 

化財保護条例第１８条の規定により、本案を提出するものです。（別紙（案）に基づいて 

説明）よろしくご審議をお願いいたします。 

委員長 

何かございませんか。 

各 委 員 

賛成いたします。 

委員長 

全員賛成ですので、第４９号議案 一宮市文化財保護審議会委員の任命について原案ど 

おり可決いたします。続きまして、第５０号議案 一宮市教育委員会後援名義の使用に 

ついて、ご説明をお願いします。 

堀総務課長 

  受付番号第１号から第３号について後援内容説明。 

石原学校教育課長 

受付番号第１６号から第２３号について後援内容説明。 

野田生涯学習課長 

  受付番号第１７号から第２３号について後援内容説明。 

吉田スポーツ課長 

受付番号第１２号から第１４号について後援内容説明。 

委員長 

  何かございませんか。 

委員長 

  生涯学習課第２１号の一宮合唱団くさぶえ・女性合唱団 蓮ＪＯＩＮＴ ＣＯＮＣＥＲ

Ｔについて、この合唱団はどういう合唱団ですか。また、収益はどうなりますか。 

野田生涯学習課長 

  一宮合唱団くさぶえについては、一宮市芸術文化協会の加盟団体に一宮合唱協会が入っ
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ており、くさぶえさんは一宮合唱協会の構成団体です。直接一宮市芸術文化協会に加盟

している団体ではありません。もう一つの蓮さんは、一宮市芸術文化協会に直接加盟し

ている団体でございます。収支の関係は、チケットの売り上げが１，０００円で５００

枚程度想定しておりまして５０万円でございます。これに各団が負担し合計で７５万円

で会場使用料、印刷費、合同練習の時の先生への謝礼を賄うと聞いております。 

委員長 

  他に何かございませんか。 

中野教育長 

  生涯学習課第１７号の尾張のうたごえまつりについて、昨年は参加料が有料で今年は無

料ということですが、無料になった理由を聞いていますか。 

野田生涯学習課 

  聞いておりません。 

委員長 

  他に何かございませんか。 

委員 

  学校教育課第２０、２１号のあいち子どもわくわく企画について、同じ日程ですが、時

間や進め方を教えてください。 

石原学校教育課長 

  第２０号の読書感想文教室は午前中に行います。午前１０時から１１時３０分です。場

所は第２０号、２１号同じ会議室を使います。第２１号については午後１時３０分から

４時という活動時間になっております。 

委員長 

  他に何かございませんか。 

各 委 員 

賛成いたします。 

委員長  
全員賛成ですので、第５０号議案 一宮市教育委員会後援名義の使用について原案どお 

り可決いたします。以上をもちまして、本日の審議を終わります。次に報告事項をお願 

いいたします。  
 

報 告 事 項 

 

服部教育文化部長 

  ６月定例市議会における教育委員会関係の一般質問について（別紙資料に基づいて説明）、 

経済教育委員会の内容（６月補正予算、千秋公民館建設工事の請負契約の締結に係る議 

決内容の変更について、（仮称）尾西北部地区公民館建設工事の請負契約の締結に係る議 

決内容の変更について、学校給食用蒸気回転釜の売買契約の締結についての採択）につ 

いて 

堀総務課長 

  一宮市一宮・木全・オーシマ奨学基金の設置及び管理に関する条例施行規則の見直しに 

ついて、教育委員会制度の改革について、「一宮市公民館運営審議会委員の解嘱並びに委 
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嘱について」「一宮市社会教育委員の解嘱並びに委嘱について」「６月補正予算の要求に 

ついて」の持ち回り決裁の報告について、愛知県市町村教育委員会連合会定期総会・研 

修会について、教育委員行政調査について 

石原学校教育課長 

  木曽川の水難事故について、一宮警察署との学校警察連携制度について、平成２７年度 

小学校用教科用図書の採択について、市長・小学校長との懇談会等について 

堀学校給食課長 

  一般財団法人一宮市学校給食会の平成２５年度事業概要及び事業会計決算の状況につい 

  て 

野田生涯学習課長 

中央公民館文化講演会について 

安達教育指定管理課長 

  平成２５年度指定管理者の事業の概要について、「アイプラザ一宮」指定管理者の選定スケ  
ジュールについて  

伊藤博物館事務局長  
  三岸節子記念美術館企画展「山田純嗣展」について 

   

そ の 他 

 

堀総務課長 

いちのみやの教育を考えるシンポジウムについて、教育委員行政調査について、愛知県 

市町村教育委員会連合会定期総会・研修会について、７月・８月・９月・１０月・１１ 

月の定例教育委員会の日程について  
 

閉 会 宣 言 

 

委員長 

  これをもちまして、本日の会議を終わります。
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以上、会議のてん末を記録し、相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

 

委 員 長 
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